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冠省 

当法人の貴社に対する申入れ（令和３年１１月１９日付申入書）に対し、令和

３年１２月１６日付で貴社からご送付いただいた回答書につきまして、以下の

とおりご連絡いたします。 

貴社の改訂後の住宅賃貸借契約書（令和４年１月１日より使用）において、概

ね当法人の申入れ内容を汲んだ修正がなされましたことを確認いたしました。

これをもちまして、今回の申入れに関する協議は終了させていただきたいと思

います。 

なお、これまでやり取りさせていただいた申入書及び貴社の回答書につきま

しては、当法人のウェブサイト上ですでに公表しておりますが、本書面につきま

しても同様に公表させていただきますことを申し添えいたします。 

ところで、申入れとは関係ございませんが、ご参考までに、貴社の改訂後の住

宅賃貸借契約書を検討した際に、気づいた点を 2 つ指摘させていただきたく存

じます。 

⚫ 第 7 条が 2 つあります。 

⚫ 第 7 条（期間内違約金）なお書きの「対等額」は、相殺に関する記述です

ので、正しくは「対当額」です。               草々 


